
  

 

 

 

 

 

 

 

 

衆議院憲法審査会開催が決まりました。 

３月２１日（木）午前 9時～12時です。 
 

【衆議院憲法審査会】 
 ３月２１日（木）９時から１２時の予定で衆議院憲法審査会が開催されます。

今回は、「憲法第３章と４章の検証」をふりかえり討議します。 

傍聴の申込みは、本日１９日（火）午後１８時までに憲法会議にお知らせくだ

さい。（申込み方法は下記へ） 

 ★当日は、午前８時５０分に衆議院議員面会所に集合してください。 

《傍聴の申込み方法・申し込み先》 

傍聴予定者の①氏名、②職業を、憲法会議（電話 03-3261-9007 ／

FAX03-3261-5453／Ｅﾒｰﾙ mail@kenpoukaigi.gr.jp）までお知らせ下さい。 

 

 

【参議院憲法審査会】 
4 月 3 日（水）に、参考人質疑をおこなう予定。時刻は未定です。 

 

 

憲法審査会会議録（未定稿）を送ります。 

3 月 13 日開催の参議院憲法審査会および

同 14日開催の衆議院憲法審査会 
の会議録（未定稿）を送ります。 

（それぞれ 21 ページ、31 ページです。） 

別添で送ります。 

参考にしてください。 
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